
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2002－336206
(P2002－336206A)

(43)公開日 平成14年11月26日(2002.11.26)

(51)Int.Cl7 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所

   �A�6�1�B  5/00    102

   �G�0�6�F 17/60    126

   �A�6�1�B  5/00    102 C

   �G�0�6�F 17/60    126 H

審査請求 未請求 請求項の数 12ＯＬ（全 8 数）

(21)出願番号 特願2001－146220(P2001－146220)

(22)出願日 平成13年5月16日(2001.5.16)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 長本 俊一

大阪府門真市大字門真1006番地  松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 今井 博久

大阪府門真市大字門真1006番地  松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続く
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(57)【要約】
【課題】  従来の構成では、患者の操作ミスなどによっ
て誤った値が計測され、それによって誤った診断がなさ
れる恐れがある場合等のような課題についての解決方法
の開示は全くなされていない。
【解決手段】  測定された生体情報が患者毎に設定され
る所定の閾値を越えたか否かを判定するための閾値判定
手段１０４と、閾値記憶手段１０５と、閾値を越えたと
判定した時、患者に再計測を促すための再測定ガイダン
ス手段１１０を備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  血圧、体温等の生体情報を測定する患者
端末と、医療関係者がその生体情報を閲覧して診断に供
するための医師端末とを、双方の端末から転送された情
報を蓄積するセンターサーバーを介して通信ネットワー
クで接続するとともに、測定された生体情報が所定の閾
値を越えたか否かを判定するための閾値判定手段と、前
記閾値を記憶するための閾値記憶手段と、前記閾値判定
手段により当該測定値が閾値を越えたと判定した時、患
者に生体情報の再測定を促すための再測定ガイダンス手
段を備えた健康診断ネットワークシステム。
【請求項２】  所定の繰返し回数に亘って生体情報の再
測定を繰返しても、測定値が所定の閾値を連続して越え
た時、繰返し測定した測定値の平均値を生体情報として
扱う請求項１記載の健康診断ネットワークシステム。
【請求項３】  閾値記憶手段に記憶される閾値は、患者
毎に別々に設定できることを特徴とする請求項１記載の
健康診断ネットワークシステム。
【請求項４】  閾値記憶手段に記憶される閾値は、通信
ネットワークで接続された端末から設定可能とした請求
項１記載の健康診断ネットワークシステム。
【請求項５】  閾値記憶手段に記憶される閾値は、当該
患者の過去に測定した生体情報から自動的に算出する構
成とした請求項１記載の健康診断ネットワークシステ
ム。
【請求項６】  再測定ガイダンスは、画像、イラスト、
文字、音声の各メディアの組合せにより構成するととも
に、前記各メディアを再生するためのメディア再生手段
を備えた請求項１記載の健康診断ネットワークシステ
ム。
【請求項７】  患者に生体情報の再測定を促すための再
測定ガイダンスを行ってから所定時間内に生体情報が再
計測されない時、患者端末から自動的に医師端末に通報
する構成とした請求項１記載の健康診断ネットワークシ
ステム。
【請求項８】  通常測定時用の測定ガイダンス手段を備
え、再測定ガイダンスは前記測定ガイダンス手段による
通常測定ガイダンスより更に詳細に測定方法をガイドす
る内容とした請求項１記載の健康診断ネットワークシス
テム。
【請求項９】  再測定検出手段を備え、これにより再測
定ガイダンスが発せられた後に実行された再測定の処理
が検出されない限り、次の処理に移行しない構成とした
請求項１記載の健康診断ネットワークシステム。
【請求項１０】  再測定検出手段を備え、これにより再
測定処理が検出されない限り、再測定を促す再測定ガイ
ダンス動作を周期的に実行する構成とした請求項１記載
の健康診断ネットワークシステム。
【請求項１１】  所定の限度回数に亘って再測定を行っ
ても、測定値が所定閾値を越える場合、自動的に医師端
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末に通報する構成とした請求項１記載の健康診断ネット
ワークシステム。
【請求項１２】  請求項１～１１のいずれか１記載の健
康ネットワークシステムの全てもしくは一部としてコン
ピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、家庭や施設におい
て病状管理や健康管理を行うための健康診断ネットワー
クシステムなどに用いられ、利用者の体温や血圧などを
測定してセンターサーバーに送信するための患者端末に
おける測定値の信頼性向上に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来のこのような患者端末としては、特
許第１９８６４２０号公報や特開平１０－３２８１４７
号公報に記載されているようなものがある。
【０００３】これらシステムにおける患者端末は、各部
の制御やデータの受け渡しを行う中央制御ユニット（以
後ＣＰＵとする）、データの記憶を行う記憶部、生体情
報の測定を行う健康測定用センサーとのデータ通信を行
う測定インタフェース部、患者が項目選択や情報入力を
行うタッチパネルやキーパットで構成された入力部、入
力の確認や測定データの表示を行う液晶画面で構成され
た表示部、公衆電話回線を介してホストコンピュータ
（医師端末、センターサーバー）との通信を行う通信部
で構成される。
【０００４】このような構成において、患者は表示部に
よる画面表示に従っていずれかの健康測定用センサーを
選択し、ＣＰＵによって当該健康測定用センサーからの
測定データを読み込んで記憶部に記憶する。必要な測定
が終了した後、患者が測定データの送信操作をすること
により、ＣＰＵは記憶部より送信データを選択して通信
部によって公衆電話回線を介してホストコンピュータへ
測定データとして送信するというものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような従来の構成では、以下のような課題があった。
【０００６】このようなシステムは、患者自身が患者端
末の健康測定用センサーを操作して測定した生体情報
を、医師がこれを閲覧して診断に供するものであるの
で、患者による測定精度がこのようなシステムの成否を
決定する重要なポイントであることは言うまでもない。
しかし、従来の構成では、このような観点による課題提
起や解決方法についての開示は全くなされていない。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記従来の課題を解決す
るために、本発明の健康診断ネットワークシステムは、
血圧、体温等の生体情報を測定する患者端末と、医療関
係者がその生体情報を閲覧して診断に供するための医師
端末とを、双方の端末から転送された情報を蓄積するセ
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ンターサーバーを介して通信ネットワークで接続すると
ともに、測定された生体情報が所定の閾値を越えたか否
かを判定するための閾値判定手段と、前記閾値を記憶す
るための閾値記憶手段と、前記閾値判定手段により当該
測定値が閾値を越えたと判定した時、患者に生体情報の
再測定を促すための再測定ガイダンス手段を備えてい
る。
【０００８】そして、患者の操作ミスなどによって誤っ
た値が計測された時、前記閾値判定手段から閾値オーバ
ーの信号が発せられる。その閾値オーバー信号によって
再測定ガイダンス手段が起動され、患者に再測定を促
す。
【０００９】
【発明の実施の形態】本発明の請求項１にかかる健康診
断ネットワークシステムは、血圧、体温等の生体情報を
測定する患者端末と、医療関係者がその生体情報を閲覧
して診断に供するための医師端末とを、双方の端末から
転送された情報を蓄積するセンターサーバーを介して通
信ネットワークで接続するとともに、測定された生体情
報が所定の閾値を越えたか否かを判定するための閾値判
定手段と、前記閾値を記憶するための閾値記憶手段と、
前記閾値判定手段により当該測定値が閾値を越えたと判
定した時、患者に生体情報の再測定を促すための再測定
ガイダンス手段を備えており、患者の操作ミスなどによ
って誤った値が測定された時、前記閾値判定手段から閾
値オーバーの信号が発せられる。その閾値オーバー信号
によって再測定ガイダンス手段が起動され、患者に再測
定を促すことができる。
【００１０】また、本発明の請求項２にかかる健康診断
ネットワークシステムは、所定の繰返し回数に亘って生
体情報の再測定を繰返しても、測定値が所定の閾値を連
続して越えた時、繰返し測定した測定値の平均値を生体
情報として扱い、患者より確実に正確な生体情報を得る
ことができる。
【００１１】また、本発明の請求項３にかかる健康診断
ネットワークシステムは、閾値記憶手段に記憶する閾値
を、患者毎に別々に設定できる構成において、各患者毎
に最適な閾値を設定し、その最適な閾値に基づいて測定
値の妥当性を判定する。よって各患者に最適な閾値判定
が可能となって、医師は患者一人一人に対して正確な診
断を行うことができる。
【００１２】また、本発明の請求項４にかかる健康診断
ネットワークシステムは、閾値記憶手段に記憶される閾
値は、通信ネットワークで接続された端末から設定可能
とし、医師は患者の生体情報を閲覧し、診断に基づいた
最適な閾値設定を行う。よって、医師は生体情報による
診断結果に基づいて、容易に閾値を可変できるので、閾
値が最適化できる。
【００１３】また、本発明の請求項５にかかる健康診断
ネットワークシステムは、閾値記憶手段に記憶される閾
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値は、当該患者の過去に測定した生体情報から自動的に
算出する構成を備えており、閾値決定処理および閾値設
定作業の自動化がなされる。よって、閾値決定作業の自
動化がなされ、取扱いが容易となる。
【００１４】また、本発明の請求項６にかかる健康診断
ネットワークシステムは、再測定ガイダンスを、画像、
イラスト、文字、音声のメディアの組合せにより構成す
るとともに、前記各メディアを再生するためのメディア
再生手段を備えており、患者がより理解しやすい再測定
ガイダンスを提供する。よって、患者が測定手順を正確
に理解可能となり、正確な再測定結果が得られる。
【００１５】また、本発明の請求項７にかかる健康診断
ネットワークシステムは、患者に生体情報の再測定を促
すための再測定ガイダンスを行ってから所定時間内に生
体情報が再計測されない時、患者端末から自動的に医師
端末に通報する構成を備えており、その通報があると医
師は速やかに患者に連絡して患者に再測定を促し、本当
に閾値を越えた異常値が測定されたのか、あるいは測定
操作の誤りなどによる異常値なのかを早期に調査するこ
とができる。
【００１６】また、本発明の請求項８にかかる健康診断
ネットワークシステムは、通常測定時用の測定ガイダン
ス手段を備え、再測定ガイダンスは前記測定ガイダンス
手段による通常測定ガイダンスより更に詳細に測定方法
をガイドする構成を備えており、通常測定時には簡易な
ガイダンスを、また再測定時用には多少時間がかかって
も詳細なガイダンスを使い分けることにより、効果的な
ガイダンス機能を実現することができる。
【００１７】また、本発明の請求項９にかかる健康診断
ネットワークシステムは、再測定検出手段を備え、これ
により再測定ガイダンスが発せられた後に実行された再
測定の処理が検出されない限り、次の処理に移行しない
構成とし、患者により確実に再測定を促すことができ
る。
【００１８】また、本発明の請求項１０にかかる健康診
断ネットワークシステムは、再測定検出手段を備え、こ
れにより再測定処理が検出されない限り、再測定を促す
再測定ガイダンス動作を周期的に実行する構成を備え、
患者により確実に再測定を促すことができる。
【００１９】また、本発明の請求項１１にかかる健康診
断ネットワークシステムは、所定の繰返し回数に亘って
再測定を行っても、測定値が所定閾値を越える場合、自
動的に医師端末に通報する構成を備え、測定操作のミス
ではなく、本当に患者の生体情報が異常値を示している
確率が高いことを、医師は速やかに知ることができる。
【００２０】また、本発明の請求項１１にかかる健康診
断ネットワークシステムのプログラムは、請求項１～１
１のいずれか１記載の健康ネットワークシステムの全て
もしくは一部としてコンピュータを機能させるものであ
り、プログラムを用いることで汎用のコンピュータで容
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易に実現することができる。また、プログラムを記録し
た記録媒体を用いることでソフトウエアをコンピュータ
にインストールする作業が容易にできる。
【００２１】
【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて
説明する。
【００２２】（実施例１）図１は本発明の実施例の患者
端末における機能ブロック構成図である。この患者端末
１００は、図２に示すように通信ネットワーク４００を
介してセンターサーバー３００へ接続され、測定した生
体情報を伝送し、蓄積するとともに、同じくセンターサ
ーバー３００に接続された医師端末からそれらの閲覧を
行う健康診断ネットワークシステムを構成する。
【００２３】図１で、体温計１０１ａ、血圧計１０１
ｂ、血糖計１０１ｃ等の健康計測センサ１０１によって
各生体情報が測定されると測定検知部１０２で検知さ
れ、その生体情報は生体情報記憶部１０３に記憶され
る。この生体情報は閾値判定部１０４で閾値記憶部１０
５に記憶されている使用者毎の閾値と比較される。その
結果測定された生体情報が閾値より下回り正常であると
判定されると、患者端末主制御部１０６は患者端末１０
０の次の処理に移行する。一方、測定された生体情報が
閾値をオーバーし異常であると判定されると、再測定制
御部１０７が動作し、測定ガイダンスメディア記憶部１
０８に記憶されている使用者に再測定を促し、詳細な測
定方法を説明するためのガイダンスデータを取り出し、
メディア再生部１０９によって再生する。前記ガイダン
スデータは画像、イラスト、文字、音声のメディアの組
合せから成り、メディア再生部１０９はＬＣＤ、スピー
カなどから成る。再測定制御部１０７、測定ガイダンス
メディア記憶部１０８、メディア再生部１０９により再
測定ガイダンス手段１１０を構成する。
【００２４】再測定制御部１０７において、所定時間内
に再測定されない時には、通信部１１１、通信ネットワ
ーク４００を介して、医師端末２００にその内容が記載
された電子メールを発信する構成としている。
【００２５】前記閾値記憶部１０５に記憶されている閾
値データは、前記医師端末２００から使用者毎に設定す
ることができる。具体的な方法はいろいろ考えられる
が、医師端末２００にて設定した閾値データを先ずセン
ターサーバー３００に伝送・記憶し、その記憶された閾
値データを患者端末１００がダウンロードする方法が好
ましい。
【００２６】また、閾値データを使用者がそれまでに長
期間測定して得た生体情報に基づき、閾値自動算出部１
１２によって算出することもできる。一つの方法として
は、所定の期間の平均値に比例した値を閾値とする方法
がある。即ち、血圧値の過去の平均が１２０mmHgであっ
たとすると、閾値はこの値の１．２５倍の１５０mmHgと
するというように、自動的に算出するものである。な
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お、この比例定数は測定項目毎に異なるものであり、ま
た個人毎に変えてもよい。
【００２７】次に、本発明の動作を図３、図４のフロー
チャートを用いて詳細に説明する。健康測定センサ１０
１を用いて生体情報を測定するため、先ず、図５に示す
ようなＧＵＩ画面を用いて使用者の選択操作１２０を行
う。この表示器にはタッチパネル装置（図示せず）が設
けられており、表示されたキーパッド１５０ａ～１５０
ｃを押すことによって選択される。ここでは、山田太
郎、山田花子、中村一郎の３名の使用者が登録されてお
り、前記キーパッド１５０ａ～１５０ｃを押すことによ
って、いずれかの使用者が選択される。使用者を選択す
ると、閾値記憶部１０５に記憶された使用者の閾値デー
タのうち、当該使用者に係る閾値データ１２１ａ～１２
１ｃが閾値判定部１０４に入力される。
【００２８】次に、図６に示すようなＧＵＩ画面を用い
て測定項目の選択操作１２２を行う。表示されたキーパ
ッド１６０ａ～１６０ｃを押すことによって、体温、血
圧、血糖の測定項目が選択され、当該測定項目の測定処
理１２３ａ～１２３ｃが行われる。なお、前記閾値判定
部１０４に入力された当該使用者の閾値データのうち、
選択された測定項目に関する閾値データが有効となる。
【００２９】図４は前記測定処理１２３ａ～１２３ｃの
詳細フローチャートである。先ず、通常の測定に際し
て、たとえば、表示器（図示せず）に健康センサ１０１
の取扱い上の注意を文字表示するだけの非常に簡単な測
定ガイダンス処理１３０を実行することも好ましい。こ
のような構成により、通常測定時用の測定ガイダンス手
段を実現する。次に、測定検知処理１３１において健康
測定センサー１０１から送信された生体情報を検知する
まで待つ。検知したら生体情報記憶処理１３２にて生体
情報記憶部１０３にそれを記憶する。この生体情報記憶
部１０３に記憶された測定データは閾値判定部１０４に
入力され、１３３にて前記閾値データと比較される。そ
の結果正常と判定されれば、測定処理は終了する。結果
が異常の時、測定回数カウント処理１３４にて測定回数
のカウントをする。カウント判定処理１３５でそのカウ
ント数を判定し、所定回数に達したか否かの判定を行
う。所定回数に達しない場合には、測定タイミング処理
１３７にて再測定ガイダンスを出力するタイミングの調
節を行い、効果的なタイミングを待って再測定ガイダン
ス処理１３８にて再測定ガイダンスのメッセージを出力
する。この再測定ガイダンスのメッセージは、画像、イ
ラスト、文字、音声等のメディアの組合せにより構成さ
れ、健康測定センサー１０１の操作方法やノウハウ等を
詳しく効果的に説明するものである。この再測定ガイダ
ンスは、操作ミスによって測定値が閾値データをオーバ
ーすることを防止することを目的として制作したもの
で、再測定の事態となった時にのみ動作するものなの
で、説明に多少時間を要してもよい内容でよい。
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7
【００３０】また、再測定タイマースタート処理１３９
によって再測定タイマーをスタートさせ、再測定検知処
理１４０、タイマー判定処理１４１にて所定時間内に再
測定がなされたか否かの判定をする。ここで再測定検知
処理１４０は、再測定ガイダンス処理１３８によって再
測定ガイダンスが報知された後、当該健康測定センサ１
０１から生体情報が入力されたことによって再測定検知
を行うものであり、このような構成により再測定検知手
段を実現する。再測定タイマースタートの後、即ち前回
の再測定ガイダンスが報知された後、所定時間内に再測
定が行われない時は、未測定カウント判定処理１４４に
て未測定が所定回数に達したか否かを判定し、所定回数
以内の場合には再び再測定ガイダンス処理１３８に戻っ
て再測定を待つ。未測定カウント判定処理１４４にて未
測定が所定回数に達した場合には、医師端末通報処理１
４３にて医師端末２００にこの旨が通報される。所定時
間内に再測定がなされたら、再び閾値判定処理１３３に
て閾値判定され、測定回数カウント処理１３４にて異常
判定なら測定回数がカウントされる。カウント数が所定
回数に達した時、測定値平均化処理１３６にてそれまで
繰返し再測定した異常測定値の平均化処理を行い、この
平均化データをこの時の生体情報として登録する。この
ように、通常の測定値から外れた測定値が１回だけでな
く、複数回検出された時はじめてこの数値は測定ミスで
はなく、本当にこの使用者の現在の健康状態を示す数値
だと判定するものであり、正確な生体情報として利用で
きる。また、この旨を医師端末２００に通報する。
【００３１】なお、図４の１４２で示された処理は再測
定ガイダンス手段１１０の動作に該当するフローチャー
トである。
【００３２】図７は、医師端末２００における使用者毎
に閾値を設定するための閾値設定操作画面である。医師
端末２００には通常のパソコンを用い、モニター表示器
上のＧＵＩ画面に設けられたキーパッドやデータ入力部
をキーボードやマウスを用いて操作する。先ず、１７０
および１７１のプルダウンメニュー手段にて使用者の選
択を行う。次に、１７２ａまたは１７２ｂの閾値入力設
定部にキーボード（図示せず）から閾値データを入力す
る。ここで１７２ａは上限閾値の入力設定部であり、１
７２ｂは下限閾値の入力設定部である。閾値入力設定部
１７２ａ、１７２ｂに閾値データを入力設定した後、送
信ボタン１７３を押すことにより、通信ネットワーグ４
００を介して、この閾値データがセンターサーバー３０
０に伝送され記憶される。
【００３３】このセンターサーバー３００に記憶された
閾値データは、患者端末１００にダウンロードされて閾
値記憶部１０５に保持され、閾値判定に利用される。
【００３４】なお上記実施例では、測定された生体情報
が所定の閾値を越えたか否かを判定するための閾値判定
手段と、前記閾値を記憶するための閾値記憶手段と、前*
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*記閾値判定手段により当該測定値が閾値を越えたと判定
した時、患者に再測定を促すための再測定ガイダンス手
段を患者端末側に備えた構成で説明したがこれに限るも
のでなく、その全てまたは一部を医師端末やセンターサ
ーバーに備えて通信ネットワークで接続した患者端末に
指示・表示させてもよい。
【００３５】例えば、複数の端末から転送された情報を
蓄積するセンターサーバーを介して、医療関係者が生体
情報を閲覧して診断に供するための医師端末と接続する
患者端末であって、前記患者端末は、血圧、体温等の生
体情報を測定し、前記生体情報が所定の閾値を越えたか
否かを判定するための閾値判定手段と、前記閾値を記憶
するための閾値記憶手段と、前記閾値判定手段により当
該測定値が閾値を越えたと判定した時、患者に生体情報
の再測定を促すための再測定ガイダンス手段を備えた健
康診断ネットワークシステムの患者端末でもよいし、あ
るいはまた、複数の端末から転送された情報を蓄積する
センターサーバーを介して、血圧、体温等の生体情報を
測定する患者端末と接続する医師端末であって、前記医
師端末は、医療関係者が生体情報を閲覧して診断に供す
ることに加えて、前記生体情報が所定の閾値を越えたか
否かを判定するための閾値判定手段と、前記閾値を記憶
するための閾値記憶手段と、前記閾値判定手段により当
該測定値が閾値を越えたと判定した時、患者に生体情報
の再測定を促すための再測定ガイダンス手段を備えた健
康診断ネットワークシステムの医師端末でもよい。
【００３６】
【発明の効果】以上説明したように本発明の健康診断ネ
ットワークシステムは、血圧、体温等の生体情報を測定
する患者端末と、医療関係者がその生体情報を閲覧して
診断に供するための医師端末とを、双方の端末から転送
された情報を蓄積するセンターサーバーを介して通信ネ
ットワークで接続するとともに、測定された生体情報が
所定の閾値を越えたか否かを判定するための閾値判定手
段と、前記閾値を記憶するための閾値記憶手段と、前記
閾値判定手段により当該測定値が閾値を越えたと判定し
た時、患者に再計測を促すための再測定ガイダンス手段
を備える構成とすることにより、万一患者端末での操作
ミスによって誤った値が計測されても、患者に再測定を
促し、再測定をしてもらうことができるので、医師は正
確な生体情報に基づく、正確な診断が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例における患者端末の機能ブロッ
ク構成図
【図２】本発明の実施例における健康診断ネットワーク
システム構成図
【図３】本発明の実施例における患者端末の動作説明フ
ローチャート
【図４】本発明の実施例における患者端末の別の動作説
明フローチャート
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【図５】本発明の実施例における患者端末の操作表示画
面を示す図
【図６】本発明の実施例における別の患者端末の操作表
示画面を示す図
【図７】本発明の実施例における医師端末の操作表示画
面を示す図
【符号の説明】
１００  患者端末
１０１  健康測定センサー
１０２  測定検知部
１０３  生体情報記憶部 *

10
*１０４  閾値判定部（閾値判定手段）
１０５  閾値記憶部（閾値記憶手段）
１０７  再測定制御部
１０８  測定ガイダンスメディア記憶部
１０９  メディア再生部（メディア再生手段）
１１０  再測定ガイダンス手段
１１１  通信部
２００  医師端末
３００  センターサーバー
４００  通信ネットワーク

【図１】 【図２】

【図３】

【図５】
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